
・会社紹介、製品紹介、グループ会社紹介、会社概要

・小売商品のラベル見本（栄養成分値の表記法の違い）

弊社例

・弊社フリーダイヤルに頂くお客様の声（栄養成分値）

・最近の取引先様の傾向

・栄養成分表示を作成するのにあたり

・まとめとして

・お客様の声、小売店様の声、製造メーカーの立場から

藤本食品株式会社
商品企画部
佐藤麻実子

・栄養表示の義務化について

栄養表示の義務化について
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　　　　おにぎり（梅）（１０５円）

　　おにぎり２個入（１９８円）

お惣菜セット（２９８円）
おにぎり＆やきそば弁当（３９９円）

バラエティーおにぎりセット（３５０円）







裏貼りラベル

裏貼りラベル

・弁当・寿司の小売商品には、栄養成分値を表示
　　表示スペースが確保できるので、お客様への情報伝達のため（弊社見解）
　　取引先様の中には・・・・栄養成分表示不要とのご要望も（見解の一例）
　　→理由：弁当、惣菜の具材の中には、サイズの幅があり、栄養成分値がばらついてしまう。
　　　許容範囲が認められていないことをご存じないお客様もいらっしゃるので、
　　　表示することによって、誤解を与えてしまう。それなら、表示しないほうが良い。

・惣菜小売商品には、栄養成分値を非表示
　　表示スペースが確保できないので、原則非表示
　　取引先様の要望により、裏ラベルに表示する場合有。
　　→商品の裏側で、お客様が成分の確認ができるかどうか、疑問に思う場合有。

※お客様には、商品をまず見て、選んでいただきたい！

・小売商品のラベル見本（栄養成分値の表記法の違い）

和風弁当

注：弊社例

おにぎり（鮭）

季節の六品惣菜

弁当表示例

そうざい表示例

おにぎり表示例

原則こちらに表示。

このラベルに、成分

を表示する場合有。

原則こちらに表示。



・フリーダイヤルに問合せいただくお客様は・・・
　　　ご病気をお持ちである、高齢である、といった理由で、
　　エネルギー、ナトリウム値問い合わせ、蛋白質などは、「ついで」という方も

　　弁当商品で、ナトリウム値の記載をしていても、「食塩はどのぐらいの量ですか？」
　　という問合せも

　　持病があり、栄養成分値は気にしているが、スーパーで中身を見て購入できる
　　商品があるとありがたいのです、という声も！→仕事を持っているので

　　フリーダイヤルへ、担当者ご指名で問合せを下さるお客様も

・お客様が必要とする栄養成分値は、エネルギー値（kcal）と、食塩換算値（ｇ）ではないか？

・持病を持ちつつ、商品選択、購入されるのであれば、優先はアレルゲンではないか？

・商品を隠してしまったり、裏面表示でわかりにくい成分表示より、ＰＯＰやリーフレット、

　店内ポスターなどでの柔軟な対応が、より伝わりやすいのではないか？

・キット商品（店内調理品）の情報は、詳細な情報提供依頼が多くなっている。

　　使用原料、産地、成分、など。→店舗・取引先での表示作成の為。

・調理後の、表示作成の打診もあり。

　→御飯とおかずの表示、天ぷら材料の天ぷら加工後の表示

　　取引先様で用意する、ごはんや天ぷら粉、油の情報が不明であるので、

　　それらの情報が入る場合に、「参考」程度の対応のみ。

　　→栄養成分表示以外でも、表示作成は複雑でわかりにくい、という意識がある。

・弊社フリーダイヤルに頂くお客様の声（栄養成分値）

・最近の取引先様の傾向

・生活習慣病などの食事指導が、食塩値でされていることも、考慮すべきではないのか？



・必要な情報

　・日本食品標準成分表２０１０

　・取引先様からの情報伝達（大企業から零細企業まで）

　・外部検査機関に依頼した実測結果

　・調理品のデータ（特に油調）

　・上記の結果、もしくは上記結果を組み合わせて栄養成分値とする

・迅速な対応には

　　外部機関に検査依頼した場合、１週間～10日

・急な材料変更にどう対応するか？

　　・ラベル印字は至急対応が可能

　　・玉麺類、印刷フィルム、おにぎりラベルなどは、迅速な対応が難しい

・材料の季節変化による栄養成分変化について、どの程度考慮すればよいのか？

　　野菜の成分の季節変化、魚の部位による成分のちがいは？

・製造ストップさせないために、いつでも安心して商品が購入できるように

・お客様に安心・安全を迅速にとどけるには、栄養表示義務は必要か？

・法令の義務化にともなう、メリット・デメリットの議論は十分か？

・法令順守の義務化に伴う、責任に対応できる製造業（食品・包装資材・印刷）

・ガイドラインでの対応の議論は十分か？

・法令として義務化する場合、対応準備は？

・栄養成分表示を作成するのにあたり



・法律の一元化は必要であるが、対象となる商品は千差万別である。

・事業者の別の他に、小売商品と業者間取引商品によって、情報伝達手段も異なることも

　検討すべきではないか。

・法令化のメリット・デメリット

１）広く情報の共有化が出来る

２）商品選択の情報が増える

３）業者の淘汰

４）状況変化に対する対応の遅れ（自然災害、その他）

・ガイドライン対応のメリット・デメリット

１）広く情報の共有化が出来る

２）情報伝達手段、商品選択の情報が増える

３）幅広い商品提供・選択が可能

４）状況変化に対する迅速な対応（自然災害でも、材料変更・製造・出荷が可能）

５）ガイドラインの不遵守

・法令化又はガイドラインの前に実施していただきたいこと

１）栄養成分表示については、ナトリウム値から食塩換算値（相当量）に変更、が望ましい。

２）迅速、かつ、簡便な成分計算のために、調理成分計算のための根拠となる情報提供を

・栄養表示は、努力目標とする。（お客様へ迅速な対応を優先する）

・第一目標は、エネルギー値及び食塩換算値の２成分であり、第二目標は五大成分とする。

・小売商品のパッケージに記載、のみではなく、ＰＯＰ、リーフレット、ポスター、ＨＰ

　などの媒体も使用し、お客様へ迅速な情報を届けることを第一と考える。

・規定値の幅、計算値表記、幅表示の継続、柔軟な対応を求める。

・ガイドラインによる柔軟な対応

・まとめとして


